
 

 

 
1 

2022.9.1 

中国風険消息<中国関連リスクニュース> <2022 No.2> 

 

ＲＴＯ設備の火災・爆発リスク分析・予防対策 

【要旨】 

◼ 近年、中国ではＲＴＯ設備（蓄熱式燃焼設備）に関連する爆発事故が散見されており、地方政府が大

きな関心を寄せている。 

◼ 自社におけるＲＴＯ設備の日常的な稼働に伴う安全リスクを十分に把握・理解していないと、対応に遅

れが生じ、事故に至る可能性がある。 

◼ 本稿では、ＲＴＯ設備の仕組み、よく見られる事故事例、事故防止対策について説明する。 

◼ 本稿の内容を通じ、企業における設備稼働ルールの標準化、操作ミスの低減、事故発生確率の低減

を推進いただきたい。 

 

1. RTO 設備の仕組み 

現在、有機排ガス処理設備には、ＲＴＯ設備、ＲＣＯ設備（触媒燃焼設備）、直接燃焼/酸化設備、活性炭吸

着設備などの種類がある。そのうち、ＲＴＯ設備は、30 年以上前から有機排ガス処理に使用されており、工業

用ＶＯＣｓ（揮発性有機化合物）処理の主流技術の 1 つに該当する。また、当該設備は高い処理効率（一般的

には 95%以上)を示し、二次余熱回収や安定操業が可能であるという利点を有することから、近年では石油化

学、塗装、印刷、医薬などの分野で幅広く使用されている。 

ＲＴＯ設備の作動原理は、有機排ガスを 750℃以上に加熱し、排ガス中のＶＯＣｓを二酸化炭素と水に酸化

分解するというものである。酸化の際に発生した熱は特殊設計されたセラミックス製の蓄熱体に貯蔵され、蓄

熱体を昇温させることにより蓄熱する。この熱を流入してくる排ガスの余熱に利用（蓄熱体からみると、放熱工

程）することにより、排ガス昇温時の燃料消費量を抑制することができる。 

ＲＴＯ設備の作動原理の概要（イメージ図）を図１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

図 1．ＲＴＯ設備の作動原理の概要     （筆者作成） 
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ＲＣＯ設備も幅広く使用されている排ガス浄化処理設備であり、ＲＴＯ設備と適用される状況は類似している

が、設備構造、排ガス処理プロセスなどに多くの違いがある。ＲＣＯ設備では通常、電気加熱により処理前の

排ガスを事前加熱した後、燃焼温度が低いという特徴を有する触媒で触媒燃焼(無炎燃焼)させる。一方で、Ｒ

ＴＯ設備は補助燃焼器の燃料として天然ガスやディーゼルを使用しているため、万が一、漏洩すると引火する

おそれがある。また、排ガスを直接燃焼しているため、運転温度が更に高くなる。全体的にみると、ＲＴＯ設備

の火災・爆発リスクはＲＣＯ設備より高いといえる。 

 

2. ＲＴＯ設備に関連する事故事例 

ＲＴＯ設備稼働時における火災・爆発事故が散見されている。主な原因として、ＲＴＯ炉を使用する際の安

全リスクに関する確認・管理が不十分であることが挙げられる。 

ＲＴＯ設備に関連する代表的な事故事例（概要・原因）は表１のとおりである。 

 

表１．ＲＴＯ設備に関連する事故事例 

事例 

1 

概要 
某石油化学会社において、操業再開後にＲＴＯ設備を再起動した。ＲＴＯ蓄熱体を昇温させた後、

未処理の排ガスを流入させた。機器の正常稼働から数時間後、突然爆発した。 

原因 
生産火災の危険性が甲類、乙類に該当する排ガスが、空気などの助燃性を有する気体と混合

し、爆発限界に達した。高温物・裸火などの着火源と接触して引火し、設備内で爆発した。 

事例 

2 

概要 

某製薬会社のＲＴＯ設備稼働時に、制御システムより排ガス濃度超過、燃焼室の温度超過に関す

るアラームが発報した。 

その後、緊急排気管、ガス排出管の作動信号が記録され、最終的にはＲＴＯ設備が爆発した。 

原因 

処理前の排ガス濃度が短時間のうちに上昇したことにより、燃焼室の温度も急上昇し、排ガス温

度が安全値を超過した。制御システムが排ガスの吸気を自動遮断した後、バイパスより排ガスを

排出した。緊急排気管、ガス排出管が同じ煙突を利用していたため、高温の排ガスと高濃度の排

ガスが直接接触し、爆発した。 

事例 

3 

概要 
某化学工場のＲＴＯ設備稼働時に、突然ダクト（前段）から出火した。ダクト沿いに延焼し、生産設

備にも大きな被害が発生した。 

原因 

ＲＴＯ設備が正圧状態で稼働していた（本来はわずかに負圧状態であるべき）。これにより、燃焼

室内の高温ガスが蓄熱室・ダクトに逆流した。ダクトの材質は難燃性樹脂であったが、直火に晒さ

れることにより燃焼した。 

（出典：参考文献 1 を基に筆者作成） 

 

これらは、設備の種類や安全対策の不備に起因して発生した典型的な事例である。 

また、筆者が防災調査の際にしばしば確認する、ＲＴＯ設備に関する問題・課題は以下のとおりである。 

◼ ダクトに排ガス濃度監視装置が設置されていない。 

◼ ダクトにフランジジャンパー線、アース線が設置されていない。 

◼ ダクトに逆火防止装置や防火ダンパーが設置されていない。 

上記のような問題・課題に対し、対策が講じられていないと、設備稼働時の事故発生リスクが高まる。ＲＴＯ

設備を稼働する際は、事故事例から得られる教訓をふまえ、ＲＴＯ設備に関するリスクを洗い出し、関連基準

に基づき、安全対策を講じることをお勧めする。 

ＲＴＯ設備とＲＣＯ設備 
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3. ＲＴＯ設備の爆発リスク 

ＲＴＯ設備の稼働リスクが高いとされる理由には、当該設備の工程が密接に関係している。一般的な固定

式三室蓄熱燃焼設備の工程（図２）を例にとり、「燃焼の 3 要素 (可燃物、助燃物、点火源)」の原理に基づき、

各工程に潜在する爆発リスクを整理する。各工程におけるリスク要因は表２のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２．固定式三室蓄熱燃焼設備の工程（イメージ図） 

（出典: HJ 1093-2020 蓄熱燃焼法工業廃気治理工程技術規範） 

 

表２．各工程におけるリスク要因（燃焼の 3 要素） 

工程（イメージは図２を参照） 可燃物 助燃物 点火源 

1 
処理前の排ガスがダクト経由でＲ

ＴＯ設備に流入 

排ガス 

濃度が高く、爆発下限

値を超過したもの 

排ガス（凝縮物） 

大量の油ミストを含む

排ガスの一部が、冷却

後にタール状となって

堆積したもの 

空気 

集気カバー・換

気扇などで吸引 

静電火花： 

ガスの流速が大きく、配管

の導電性が低いと発生す

る可能性あり 

電気火花： 

非防爆仕様のモーター使

用時に発生の可能性あり 

2 

・補助加熱器で蓄熱室 A の蓄熱体

を加熱 

・処理前の排ガスが蓄熱室 A に流

入し、蓄熱体により、一定温度ま

で予備加熱 

電気スパーク 

蓄熱体の高温表面 

3 
予備加熱済の排ガスを燃焼室に

送った後に点火し、十分に燃焼 

排ガス 

（予備加熱後） 

空気 

燃焼器より補充 
燃焼器の火気 

4 

・十分に燃焼された高温の処理済

ガスが蓄熱室 B に流入 

・廃熱を蓄熱体に伝導し、自身が

冷却された後に排出 

－ 
上記と 

同様 
蓄熱体の高温表面 

5 

加熱(酸化分解)、冷却、パージな

どの 3 段階を経て、ＲＴＯ入口弁、

出口弁、パージ弁で蓄熱室 A、B、

C の自動的切替・循環を実施 

上記 1～4 を参照 

6 
制御システム、 

警報インターロックシステム 

・一般仕様のメータを利用し、短絡時に電気火花・高温物が発生する 

・センサーが故障し、過熱・圧力異常・排ガス漏れなどを検知できない 

1 

2 

3 

A B C 

4 

5 

6 

制御 

システム 
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4. ＲＴＯ設備の事故防止対策 

ＲＴＯ設備を利用する際は、事故発生を防止するため、安全面を第一に考えなければならない。事故防止

対策を推進するにあたり、「（１）予防対策・提言」および「（２）チェック項目」について以下に整理する。 

 

（１）予防対策・提言 

設備稼働時のリスク要因に関連する国家基準に基づき、ＲＴＯ設備使用時の安全性を高める（爆発リスクを

低減する）ための予防対策・提言（全 10 項目）を表３～５のとおり整理する。 

これらの予防対策・提言のほとんどは、燃焼の 3 要素のうち、可燃物、点火源に着目して対策を講じ、事故

発生を防止する（被害を軽減する）ことを目的としている（図３）。火災と同様、3 要素のいずれかを取り除くこと

により、爆発事故を防止することが可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３. 「燃焼の 3 要素」について    （筆者作成） 

 

表３．予防対策・提言（点火源） 

項目 対策分類 内容 

1. 静電気防止対策

を講じる 

除去 

(静電火花) 

対策 
ＲＴＯ設備のダクトに静電気除去装置（フランジジャンパー線・

アース線など）を設置する。 

説明 

ダクト内を流れるガスの流速が大きいと、ダクトの内面との間

で摩擦が生じ、静電気が発生する。速やかに除電できないと

放電し、排ガスに引火し、火災に至る可能性がある。 

2. 煙突を共用 

しない 

除去 

(高温ガス) 

対策 
ガス濃度が高く、かつ発火点の低い物質が流れる緊急排気管

については、高温のガス排出管と煙突を共用しない。 

説明 

圧力異常により、緊急排気管で可燃性ガスを排出する際に、

高温のガス排出管と煙突を共用すると、ガスが接触することに

より引火し、爆発に至る可能性がある。 

3. 電気設備に関連

する防爆基準を

遵守する 

除去 

(電気火花) 

対策 
ＲＴＯ設備で使用する電気システムは防爆設計（GB50058 の関

連規定）に適合していなければならない。 

説明 

処理前の排ガスや燃焼器で使用する天然ガスの濃度が爆発

下限界に達すると、非常に危険である。潜在する点火源を取り

除くため、ＲＴＯ設備のファン・電気制御弁・温度圧力計などは

すべて防爆仕様とする。 

4. 逆火防止装置を

設置する 
延焼阻止 

対策 
ＲＴＯ設備と生産設備の配管間に逆火防止装置または防火ダ

ンパーを設置する。 

説明 
爆発が発生した際に、ダクト経由で火が生産設備にまで広が

り、被害が拡大することを防止する。 
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表４．予防対策・提言（可燃物） 

項目 対策分類 内容 

5. 粒子の濃度を 

管理する 

堆積防止／ 

濃度低減 

(固体) 

対策 
タール、塗料ミストなどを含有する粘性物質の進入を厳しく管

理し、ＲＴＯ炉内の粒子濃度を 5mg/m3 以下にする。  

説明 

粘性物質は先端ダクトの内面に付着しやすい。点火源と接触

すると、引火して火災に至る可能性がある。また、可燃性ガス

と同様に、可燃性の粒子濃度が高いと、爆発下限界に達し、

点火源と接触することにより、爆発するおそれがある。 

6. 可燃性ガス探知

器を設置する 

濃度低減 

(ガス) 

対策 ＲＴＯ設備のダクトに可燃性ガス探知器を設置する。 

説明 

可燃性排ガスの濃度変動が大きい場合には、(可燃性ガス濃

度探知器などにより)排ガス濃度を常時監視し、希釈・緩衝など

の対策を講じることにより、ＲＴＯ設備に流入する排ガス濃度を

爆発限界の 25%以下とする。また、モニタリング装置はインター

ロックによる停止機能を有することが望まれる。 

7. インターロックを

備えた安全弁を

設置する 

継続供給 

防止 

対策 
生産設備に設置する安全弁はインターロック機能を備えてい

なければならない。 

説明 
設備故障時には、生産設備（技術）の許容範囲で、設備を速や

かに停止し、可燃性ガスの供給を遮断する。 

8. 排出管を設置 

する 

除去 

(ガス) 

対策 
安全弁出口に排出管を設置し、可燃性ガスを安全な場所（高

所など）や燃焼処理装置に誘導する。 

説明 
生産設備故障時には、発生した可燃性排ガス（高濃度）がＲＴ

Ｏ設備の集気カバーに吸入されないようにする。 

9. 排気管・炉を 

定期的に清掃

する 

除去 

(固体) 

対策 

1. 配管に危険物質(可燃性粉じんなど)が付着・堆積してい

る場合は、定期的な清掃を検討する。 

2. 有効的な対策を講じ、配管システムやＲＴＯ炉内の凝縮

物の付着・堆積を防止する。 

説明 

可燃性粉じん・凝縮物は配管、炉内に堆積する。時間の経過

とともに、堆積物が増加する。点火源と接触すると、引火して

火災に至る可能性がある。 

 

表５．予防対策・提言（その他） 

項目 対策分類 内容 

10. 電力供給の 

信頼性を向上 

する 

突発的な 

運転停止 

減少 

対策 

ＲＴＯ設備の計器制御システムにＵＰＳ（無停電電源装置）の予

備電源を設置する。ＲＴＯ設備の動力システムは二級給電負

荷を使用する。 

説明 

突発的に停電が発生した際に、ＲＴＯ設備の制御板に重要パ

ラメータを表示できず、バルブの切替を行うことができないと、

排ガスが燃焼・爆発する可能性がある。 
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（２）チェック項目 

工場における自己点検の推奨の観点から、関連する法規・基準および弊社が防災調査の際に確認するポ

イントを基に、ＲＴＯ設備に関連する主なチェック項目を整理する（表６）。 

 

表６．主なチェック項目（ＲＴＯ設備） 

分類 点検項目 確認 

安全 

設備 

自動報知機能を備えた測定装置（火炎・温度・圧力など）を設置しているか。  

排ガス濃度を監視する装置を設置しているか。  

配管に逆火防止装置（防火ダンパー）を設置しているか。  

ファン、モーターや電気計器の防爆等級は関連規程を満たしているか。  

排ガスの濃度変化に対し、排ガス濃度希釈装置を設置しているか。  

設備・配管に静電気対策（ジャンパー線・アース線の設置）を講じているか。  

圧縮空気の圧力は正常であるか。  

可燃性ガスの圧力に異常がないか（対象：ＬＮＧを使用した加熱)。  

防雷設備を適切に設置しているか。  

検査 

アース線の抵抗値を定期的に測定しているか。  

各安全弁、圧力計の定期的な点検を実施しているか。  

可燃性ガス探知器や関連する自動報知機能を検査しているか。  

設備の温度・圧力制御装置を定期的に確認しているか（連動機能に異常がないか）。  

運行 

保守 

稼働状況・メンテナンス状況を記録する運用・体制となっているか。  

安全計器は専門訓練を受講した従業員しか操作できない運用となっているか。  

設備周辺に必要な消防設備を設置しているか。  

設備周辺での火気使用作業を厳格に管理しているか。  

 

5. まとめ 

ＲＴＯ設備自体が燃焼システムであるため、高い火災・爆発リスクを有しているといえる。したがって、国家

標準（業界標準）を参照し、実際の作業環境をふまえたうえで、ＲＴＯ設備に関するリスク要因についてリスク

アセスメントを実施することが非常に重要である。排ガス処理設備の安全自動化機能（例：有機排ガスの濃度

検出、インターロック）の設置といったハード面、操作規程の整備・安全の見える化の推進・教育訓練の実施と

いったソフト面の強化を図ることにより、ＲＴＯ設備での火災・爆発事故を未然に防ぐことが可能となる。 

本稿が、ＲＴＯ設備に潜在するリスクの注意喚起、事故予防対策の推進、およびＲＴＯ設備を使用する際の

安全性向上の一助となれば幸いである。 

 

 

以上 
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